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栃木市介護予防・日常生活支援総合事業の制度改正に係る説明会 

質問事項に対する回答（令和元年９月３０日現在） 

No. 分類 質問事項 回答 

1 共通 要支援２の方は、同サービスの中で「従

前相当サービス」と「緩和した基準に

よるサービス」とを併用することは可

能か。 

同サービス内での併用はできません。 

【例１】「通所介護相当サービス」と「緩

和した基準による通所型サービス」の

併用は不可。 

【例２】「訪問介護相当サービス」と「緩

和した基準による通所型サービス」の

組み合わせは可能。 

2 共通 資格が令和２年２月末までの有効期間

で令和２年３月サービス提供分からケ

アプラン変更となる更新者までは、従

前相当サービスの利用を継続すること

は可能か。 

制度改正は令和２年４月１日を予定し

ていますが、今後新たにサービスを必

要とされる方、また、ケアプランを見

直す方についても極力今回の制度改正

の考え方に沿った形で「緩和した基準

によるサービス」の利用に繋げられる

ようご協力をお願いいたします。 

なお、制度改正の考え方については、

令和２年４月サービス提供分から適用

させるため、３月末で有効期間が切れ

る更新者への対応が必要となりますの

で、ご注意ください。（要支援者につい

ては２月の更新申請から、事業対象者

については３月のチェックリスト実施

から） 

3 共通 制度改正の内容について、利用者や家

族に対していつどのような形で説明が

されるのか。 

広報への掲載はあるのか。 

地域包括支援センターの窓口やサービ

ス担当者会議、モニタリング等の場を

用いて個別に周知を図っていきたいと

考えていますので、事業所の皆様にも

ご協力をお願いいたします。 

広報とちぎへの掲載は予定しておりま

せん。 

4 共通 「緩和した基準によるサービス」の指

定を受ける事業所の公表時期はいつ頃

になるか。 

令和２年３月までに指定を受ける事業

所については、随時、市ホームページ

にて公開していきます。 

令和２年４月指定予定の事業所につい

ては、令和２年１月末時点と２月末時

点で情報提供いたしますので、地域包

括支援センターへお問い合わせくださ

い。 
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No. 分類 質問事項 回答 

5 共通 「従前相当サービス」から「緩和した

基準によるサービス」へ移行する場合

は、サービス担当者会議が必要となる

か。 

今回の制度改正については、基本的に

新規利用やケアプラン更新のタイミン

グで移行を図っていくものであるた

め、サービス担当者会議は必要となり

ます。 

ただし、ケアプラン期間中に移行する

場合で、厚労省通知（平成 22年 7月 30

日付け、老介発 0730第 1号）による軽

微な変更に該当する場合は、利用者及

び家族、関係事業所間の調整が図られ

ていることを前提に省略することも差

し支えありません。 

6 共通 事業対象者及び要支援１の方の更新の

際、仮に「緩和した基準によるサービ

ス」の受入先が見つからない場合、サ

ービス利用はできなくなるのか。やむ

を得ない事情として「従前相当サービ

ス」の利用が可能か。 

事業対象者及び要支援１の方の「従前

相当サービス」の例外利用の取り扱い

については、説明会資料６でお示しし

たとおりです。 

市では今後も「従前相当サービス」事

業所の皆様へ「緩和した基準によるサ

ービス」の指定取得をお願いし、受入

先の確保に努めてまいります。 

ケアマネジャーの皆様には、地域資源

（地域のサービスや活動の場）の活用

も視野に入れながらケアプランを作成

するなど、利用者の自立支援が図られ

るようご協力をお願いいたします。 

7 共通 既に「緩和した基準によるサービス」

の指定を受けている場合で、サービス

提供形態等報告書の内容を変更する場

合は、変更届出書の提出が必要か。 

提供日や提供時間、サービス提供単位

等、運営規程に定める項目に変更がな

ければ、変更届出書の提出は必要あり

ません。 

サービス提供内容等の変更の場合は、

変更後のサービス形態等報告書のみご

提出ください。 

8 通所型 

サービス 

制度改正に伴い「緩和した基準による

サービス」の提供時間が「２時間から

９時間」に変更されるが、令和２年４

月までは現行どおり「２時間から４時

間」での提供を行う形となるか。 

説明会においては、ご質問のとおり説

明いたしましたが、「緩和した基準によ

るサービス」の提供がスムーズに実施

できるよう、提供時間の取扱いについ

ては、令和元年１０月より「２時間か

ら９時間」でのサービス提供ができる

よう規定を変更いたしました。 
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No. 分類 質問事項 回答 

9 通所型 

サービス 

「通所介護等」と「緩和した基準によ

る通所型サービス」を一体的に提供す

る場合の利用定員や人員基準、面積基

準について、具体例や必要となる手続

きを示してほしい。 

別紙のとおり 

10 通所型 

サービス 

事業対象者及び要支援１の方が「緩和

した基準によるサービス」を週１回利

用しながら、同一事業所での「従前相

当サービス」（食事・入浴あり）を自費

で利用することは可能か。 

「緩和した基準によるサービス」につ

いては、入浴を含まないサービスとし

て想定しています。事業対象者及び要

支援１の方に対して入浴介助が必要な

場合には、例外利用の取り扱いにより、

「従前相当サービス」の利用をケアプ

ランに位置付けた上で提供されること

が適切と考えます。 

「緩和した基準によるサービス」の利

用者が、入浴を行うことが仮にあった

としても、利用者に費用負担を求める

ことは不適切と考えます。 

11 通所型 

サービス 

既に単独型での「緩和した基準による

サービス」の指定を受けているが、同

一事業所内において単独型と併せて一

体型での提供を行うことは可能か。 

人員や面積等の指定基準を満たしてい

れば、同一事業所内において単独型と

一体型を併せて設定することも差し支

えありません。この場合、変更届出書

の提出が必要となります。 

12 通所型 

サービス 

「緩和した基準によるサービス」にお

いて、例えば１日１単位として９時～

１６時の７時間をサービス提供単位と

する場合で、７時間未満での利用者の

受入れをする場合については、それぞ

れの時間に応じてサービス提供単位を

設定する必要があるか。 

事業所における基本的なサービス提供

単位を示すことが必要であると考えま

すが、ご質問のように１日１単位の中

で、利用者個々の状態等により単位時

間未満での受入れを行う場合について

は、個別にサービス提供単位を設定す

る必要はありません。ただし、午前と

午後で利用者及び提供時間を区分する

ことが明確な場合には、１日２単位と

して設定してください。 
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【別紙】 

「通所介護等」と「緩和した基準による通所型サービス」を一体的に提供する場合の利用定

員や人員基準、面積基準の具体例と必要となる手続きについて（説明会資料 P17～18 参照） 

 

（例）現行の「通所介護及び通所介護相当サービス」の利用定員が 30名の場合 

 

〈その１〉 

現行の 30名に加え、新たに「緩和した基準による通所型サービス」の利用定員を 10名とす

る場合 

○利用定員 

通所介護及び通所介護相当サービス 30名 

緩和した基準による通所型サービス 10名 

○人員基準（介護職員） 

（通所介護及び通所介護相当サービス）＋（緩和した基準による通所型サービス） 

＝（1＋15名×0.2）＋（必要数：栃木市では利用者 15名あたり従事者 1名以上）＝5名以上 

○面積基準 

事業所全体の利用定員 40名×3㎡＝120㎡以上 

○必要な手続き 

 ・「通所介護」の利用定員について変更がない場合は、県（地域密着型の場合は市）へ変更届

出書の提出の必要はありません。 

 ・「緩和した基準による通所型サービス」について、市への指定申請書の提出 

  （既に指定取得している事業所で、上記内容に変更が生じた場合は総合事業の変更届出書） 

 

〈その２〉 

現行の 30 名を 25 名にして、「緩和した基準による通所型サービス」の利用定員を 5 名とす

る場合 

○利用定員 

通所介護及び通所介護相当サービス 25名 

緩和した基準による通所型サービス  5名 

○人員基準（介護職員） 

（通所介護及び通所介護相当サービス）＋（緩和した基準による通所型サービス） 

＝（1＋10名×0.2）＋（必要数：栃木市では利用者 15名あたり従事者 1名以上）＝4名以上 

○面積基準 

事業所全体の利用定員 30名×3㎡＝90㎡以上 

○必要な手続き 

 ・「通所介護」の利用定員の変更について、県（地域密着型の場合は市）へ変更届出書の提出 

 ・「通所介護相当サービス」について、市へ総合事業の変更届出書の提出 

・「緩和した基準による通所型サービス」について、市へ指定申請書の提出 

  （既に指定取得している事業所で、上記内容に変更が生じた場合は総合事業の変更届出書） 

 

※付表等における利用定員の記載の仕方については、上記のとおり「通所介護及び通所介護相

当サービス」と「緩和した基準による通所型サービス」を区別して記載してください。 


